
静岡大学教育学部研究報告 (人文・社会科学篇)第 57号 (2007.3)355～ 370

【翻訳】
ACTA PACIS

ヴェストファーレン講和文書の成立 (一 )

WESTPHALICAE,HI B 1/1,Einleitung I― H3よ り

Translation: Die Entstehung der Urkunden des Westfiilischen Friedens,

in ACTA PACIS WESTPHALICAE, Serie III, Abt. B, Verhandlungsakten, Bd. 1,

Die Friedensvertriige mit Frankreich und Schweden.

Teil 1: Urkunden, Einleitung I-II 3, XLI-LV. Bearbeitet von Antje Oschmann. Miinster 1998.

伊 藤 宏 二

Koji ITO

(平成18年 10月 2日受理)

はじめに

本稿は、ACTA PACIS WESTPHALICAE,Serie IH:Protokolle,Verhandlungsakten,Diarien,

Varia.B:VerhЯ ndlungsakten.Band l:Die Friedensvertrage nlit Frankreich und Schweden.Teil

l: Urkunden.B6劉Fb.von Aんヴθ OSCんれαれれ。M伽lster 1998(Zι j″ιf APW HI B Bd.1/1),

Einleitung I― I13,XLI―LVの全訳である。訳者は既に、河村貞枝氏を研究代表者とする科学研究費補

助金による研究成果報告書『国境をこえる「公共性」の比較史研究』(研究課題番号 14310180)、 2006

年 3月 、58～ 100頁 において、「ヴェストファーレン講和文書の成立」 としてAPW III B Bd.1/1,

Einleitung I― II,XLI―LXXVIIの 翻訳を表しており、本稿はその訳稿の前半部に若干の修正を施したも

のとなっている。同科研報告書に掲載した後半部は、同じく修正を加えた上で、翌年本誌に掲載したい

と思う。紙幅の都合上、同科研報告書に表した 【訳者前文】は省略する。

なお、原則的に ( )は原文表記、〔 〕は訳者による補足である。

【翻訳】

I 緒言

1648年 10月 24日 の晩遅く、 ミュンスター市は大砲による礼砲によって、フランス(1)及 びスウェーデ

ン(2)と の講和条約の署名が終わりを迎えたことを、告げ知らされた。それとともにヴェストファァレン

講和会議は、改めてクライマックスに達した。それに先立ち1648年 1月 16日 に、スペインーネーデルラ

ント間の講和条約が封印され (versiegelt)、 1月 30日 に署名されていた。それに続いて (市庁舎講堂に

おける)その批准と誓言の儀式 (feierliche Ratiizierung und Beschworung)が 、 3月 15日 に行わ

れた。その 1日後、その講和条約締結は公衆に知らされた。10月 24日 の4ヵ 月後、1649年 2月 18日 に、

過日署名された両条約 〔ミュンスターの講和 (以下IPM)及 びオスナブリュックの講和 (以下IPO)

のこと〕の批准書がミュンスターで交換された。それによって和平使節の任務は終わりを迎えた。とい

うのもスペインーフランス間の講和は実現しなかったからである。会議はまもなく解散されたのであっ
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た。

1648年 10月 24日 に、それぞれ 2部ずつのIPMと IPOの文書が作成された。皇帝の使節、スウェーデ

ン女王クリスティーナ及び当時まだ幼少であったフランス王ルイ14世の全権使節、並びに帝国等族の全

権使節たちの中か ら選抜 された者が、 自らの手でそれ らの文書に署名 し、 彼 らの指輪の印

(Ringsiegel)を 押印することによって、それらの文書を承認 したのであった。これら4部の交渉人文

書 (Ausfertigungen der Unterhttdlerurkunden)の うち 3部が今日まで現存している。ここで [本

書APW ⅡI B Bd.1/1が ]提示している両条約の原文は、それらに加えて、様々な理由により1649年

初夏までに作られた、それら交渉人文書のそれぞれ4部ずつの新たな [副本]文書にも基づいている。

さらに両条約の原文は、皇帝、フランス及びスウェーデンの批准書にも挿入された。これら8種の伝承

史料 (Oberlieferung)は 、ここ 〔本書〕で同様に、原文を構成するのに考慮に入れている。それによっ

て本書の版は、現存している全ての文書の原文を初めて包括したものとなったのである。

IPM及び IPOの文書と並んで、その他の16も の文書が 〔本書 APW ⅡI B Bd.1/1で〕示されてい

るが、とりわけそのうちのいくつかはフランスヘの賠償をめぐる状況に由来するものである(3、 それら

は交渉末期の複雑な経過や、条約へと含まれた補足を具体的に示している。

さらに、両条約の批准書が 〔本書 APW HI B Bd.1/1に〕添付されている。皇帝、フランス国王及

びスウェーデン王冠と並んで帝国等族が、全体として、条約を締結した主当事者 (皇帝、フランス及び

スウェーデン)に条約の受諾を確認するという、義務ですらあった彼らの権利と責任を有していた。批

准書はさらに、帝国議長 (Reichsdirektorium)の マインツ選帝侯並びにザクセン選帝侯 (福音主義分

団代表)に手渡された。帝国等族の批准に基づき、個々の申し立てをもった帝国等族の誰しもによって

補足された、IPMと IPOに関する 〔これら〕 2つの 〔帝国等族の批准〕文書の版と並んで、本書 〔A

PW HI B Bd.1/1〕 は250以上もの現存している帝国等族の批准書の一覧を提供しているのである。

I ヴェス トファーレン条約文書の成立

1 :POの合意 (1648年 8月 6日 )に至るまで

条約文書が完全にまとめられ、署名され、最終的に批准された、スウェーデン及びフランスとの講和

条約に関する最終交渉は、1648年 7月 末から1649年 2月 の批准書の交換に至るまでの長きにわたつてい

る(4に 1648年 8月 6日 のオスナブリュックにおける、スウェーデンとの講和条約についての会議での公

聴会 (kongre31ffentliche Verlesung)が 序幕をなしている。その時までは、個別的な問題に関する一

連の部分協定が存在していた。スウェーデンペの領土賠償 (IPO第 10条)並びにフォアポメルン公領

を放棄したブランデンブルク選帝侯への補償 (IPO第 11条)が、皇帝・スウェーデン・ ブランデンブ

ルク選帝侯の全権使節の間で、1647年 2月 18日 (5)及び19日 (6)に 2つ の協定に規定された後、1647年8月

に、それまでに達成されたプファルツの復旧に関する 〔交渉〕成果が文書にまとめられたく7、 同年11月

半ばにそれに続いたのが、会議参列者 (Kongre00ffentlichkeit)に十分に知らされていなかったフラ

ンスの領土賠償に関する皇帝―フランス使節間の協定(8)でぁった。1648年 3月 及び4月 にスウェーデン

との条約め大部分がようやく最終的に合意に達した。これらの予備協定は後の講和条約の個別条項の本

文を書き表したものだが、様々な形で文書化されていた。それらは大抵、帝国議長にしてカトリック等

族の代理人としてのマインツ選帝侯の、全権使節ニコラウス・ゲオルク・ ライガースペルガー

(Nikolaus Georg Raigersperger)並 びに福音主義等族の代弁者に祭り上げられたザクセンーアルテ

ンブルク (SaChsen_Altenburg)の 使節ヴォルフガング・ コンラート・ トゥームプシルン (Wolfgang
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Konrad Thumbshirn)に よって署名されていた。いくつかの場合にスウェーデン使節と皇帝使節が関

与していたが、ある時は個人的に、ある時はその使節書記とともに、またある時は後者 〔書記〕が単独

で署名している例もみられる。大抵の場合、〔同一の〕いくつかの文書が作成され(9ヽ そのうちの一部

が帝国議長のマインツ選帝侯に寄託された。最終的な、いまや帝国等族の代理人たちとも調整された、

スウェーデンペの領土賠償。の、及びブランデンブルク選帝侯フリードリヒ・ ヴィルヘルムのための補償

(IPO第 11条 )CD、 並びにプファルッの復旧 (IPO第 4条第 2項から第19項)⑫ に関する合意文書は、

1648年 3月 18日 及び19日 に成立した。同日、ヴェルフェン家のための補償 (IPO第 13条)①及び 〔教派

に関する〕自律性の問題 (IPO第 5条第30項から第41項 )°
のに関する一致が得られた。その数日前、

1648年 3月 初旬に帝国司法に関する条項 (IPO第 5条第53項から第57項)が確定されたC15p。 その後数

週を経て、 3月 24日 と4月 23日 に、宗教権に関するその他の条項 (IPO第 5条第 1項から第29項、第42

項から第52項°°、並びにIPO第 7条。つ)が署名され、広範に及ぶ条約の中核部分即ち帝国国制規定条

項が、準備が整ったのであった。同じ頃、残りの恩赦問題°めが処理されたが、それには議論中であった

皇帝の臣民に関わる恩赦規定と並んで一一控えめに言っても大部分は0-一 ヘッセンの名誉回復が含ま

れていた。それによって1648年 4月 末には、帝国内政の極めて厄介な問題の相当部分が取り除かれてい

たのだった。

スウェーデンによって要求されたスウェーデン軍の解散のための帝国による費用の引受け、いわゆる

軍隊への補償と、両国王によって後押しされ、同じ目的のために尽力していたヘッセンーカッセルヘの

優遇措置が、依然として未解決であった。フランスと議論中の争点に属するものはくエルザスに在住す

る帝国等族の法的地位である。その他にも、フランスとスペインの間の合意が達成されていなかった限

り、スペインのブルグント帝国クライスは、帝国によるレランス王との講和の中に含めてよいものか、

或いは含められるべきなのかということを決定することが避けられなかった。スペインーフランス戦争

が継続する限り、皇帝と帝国は、それに圧迫されている帝国等族の救援に駆けつけてよいものか、或い

はさらに1555年の執行令 (そ の後改変された)に よって、そうすることを義務付けられているのだろう

か?フ ランスがそのような権限や義務をあらゆる手段を講じて排除しようとすることは明らかだった。

皇帝と帝国はそれとともに王朝政治と帝国政治の原理の 〔間での〕決断を突きつけられた。北イタリア

における諸関係も依然として未解決だった。そこではマントヴァ公とサヴォア公との古くからの対抗関

係が続いており、そこではフランスが、シェラスコ (Cherasco)の 諸条約とその他の諸協定に依拠し

て、比較的大きな影響力を確保してきており、維持しようともしていたのだった。

オスナブリュックに逗留していた帝国等族使節は大部分がプロテスタントだったが、彼らがなおもス

ウェーデン軍への賠償金額とその 〔支払い〕方法に関するスウェーデンとの複雑で難儀な交渉を行って

いた間に-1648年 7月 末にやっと合意に達し、それによれば 5百万帝国ターラーが 2年のうちに同王

へ支払われることとなっている°の
一 、スウェーデンとの講和条約 〔文書〕を最終的に起草することが

進められた0)。 2週間足らずのうちに条約の実行に関するなおも未解決の問題が規定されたがC22D、 ただ

し帝国等族の署名(か と条約当事者の範囲
("に

関する最終的な合意は達せられていなかった。批准書の書

式も本質的には既に準備されていた(か。

1648年 8月 6日午前、皇帝使節と帝国等族たちの全権使節の大部分が、スウェーデンとの講和条約の

字句内容について合意するために、オスナブリュックのスウェーデン主席使節ユーハン・ ウクセンシェー

ナの宿所に姿を現した。早晩まで続いた会議。0の際に、完成草稿は3部 (皇帝使節・スウェーデン使節・

帝国議長マインツ選帝侯のため)提示された。皇帝使節フォルマーがそれを読み上げ、その際さらに、

若干の変更が加えられた(わ
。最後にスウェーデン使節たちが皇帝使節及び帝国等族の全権使節たちに、
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手元にある草稿が拘束力を持つとみなし、それ以上変更が加えられることがないと誓言したC28p。 しかし

ながら彼ら 〔スウェーデン使節〕は同盟者たるフランスを顧慮して、この時点で署名の準備はしていな

かったの。そうはいっても、 3つの草稿は近いうちに清書され、同時に書記によってのみ署名されるこ

とについては、最優先で一致していた °゙
。 8月 6日 の夜、当事者たちは当然彼らの草稿を再び自らの手

元に収めた。その草稿は帝国議長によって公にされ、それをもって原本 (forma authentica)と され

た。1)。

同日の会議で、皇帝・ スウェーデン女王・帝国等族のための批准書が準備され、読み上げられた。そ

れらも数日後帝国議長代行 (Reichsdiktatur)に よって公にされた。の。

2 1POの合意から両講和条約の帝国議長への寄託 (1648年 9月 15～ 16日 )まで

多くの場所で既に確実に間近なものとして期待されていたIPOの署名
0)は

、その後数週間経っても

まだ行われなかった。なるほどスラェーデン使節たちは、オスナブリュックで羊皮紙文書を作成し、そ

れを署名用に皇帝と女王に送ることを提案していた。彼らはまた、そうすることを予定した羊皮紙文書

の作成も開始したのであったα)。

しかしながらこのようには進行しなかった。というのも、フランス使節と帝国等族との間の交渉が行

き詰まり、結局セルヴィヤンがスウェーデン側に、その講和の最終的な交渉終結 (Fi対erung)を差し

当たリー度中断するよう、切に催促したからであった①。1648年 7月 以降セルヴィヤシは、〔講和の〕

締結を迫っている帝国等族といまだ争われていた問題を取り決めるため、そして条約からスペインを排

除することに彼ら 〔帝国等族〕の同意を得るために、オスナブリュックに滞在していたくわ
。セルヴィヤ

ンと交渉する全権を独占的に有 していた 〔在 ミュンスター〕皇帝使節は、〔オスナブリュックヘ〕交渉

場所を移動することを拒否した。というのもこのことはハンブルクの予備協定と矛盾していたし、皇帝

がスペインに対 して顧慮していたことの支援をオスナブリュックの帝国等族からほとんど見込めなかっ

たので尚更であったC37p。

しかしながら帝国等族使節たちはこの 〔在 ミュンスター皇帝使節の〕異議を無視し、セルヴィヤンと

の交渉を精力的に進展させた。サルヴィウスの協力とともに様々な点で、とりわけ 〔皇帝と帝国の〕協

力 〔関係に関する〕問題において、合意が達せられた。皇帝と帝国は、スペインーフランスの対立中や、

その他の同じ様な場合にも帝国成員に義務付けられた援助を行わなくてもよいということが規定され

た0)。 この合意はスペインを皇帝と帝国の援助から遮断するもので、完全にフランスの利害の中に置か

れていた。

この譲歩にも関わらず、帝国等族は、フランスヘの領土割譲と関係するエルザスの帝国等族に有利と

なる妥協を達成することができなかった。セルヴィヤンは、彼ら 〔帝国等族〕によって望まれた、1647

年11月 11日 の賠償協定― とりわけ後のIPM第87条 ――の諸条項の解釈 〔権〕を認めることを、断固

として拒絶した。帝国等族には、彼らの見解を文書にするという逃げ道しか残されていなかった。こう

したことは1648年 8月 22日付の書面
C39Dの 中で行われ、その書面はフランスヘの領土賠償に関する帝国等

族の同意を以下の条件に義務付けるものであった。即ち、エルザスにおける帝国直属者はフランスの最

高支配権 (supremum dominium)の樹立にも関わらず、彼らが従来通りの諸権利をもって帝国に向

かい合うことを邪魔されないままである、と。この証書の正本をセルヴィヤンに手渡すことは失敗に終

わった。その結果帝国等族は直接フランス王の方を向き御)、 通知書に事情を記録した“
D。 しかしながら

このことは、帝国等族側が望んだ権利の留保が政治的に失敗に終わることを妨げるものではなく、1649

年 2月 にセルヴィヤンは、この 〔帝国等族がフランス王に宛てた〕書面に自ら抗議を持ち出していたの
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で尚更であったα)。

1648年 9月 半ば、オスナブリュックに集まった使節たちは、もはや足りないものは、 ミュンスターに

〔残って〕滞在 していた帝国等族の全権使節たち、そしてとりわけ皇帝使節の同意である、ということ

で広範に一致した。〔オスナブリュックでの〕交渉成果を最終的に確かなものとし、 ミュンスターで会

議を開いている帝国等族使節並びに皇帝使節に最後通告的に 〔オスナブリュックでの交渉成果を反映し

た形での条約の〕受諾を強いるために、オスナブリュックに滞在していた帝国等族使節は、〔IPM及び

IPOの〕両条約文書を公式に帝国議長に寄託し、それによって両条約 (Texte)を 拘束力を持ったもの

として承認する、ということを提案したC43D。 〔スゥェーデン側との交渉のために元々オスナブリュック

に滞在 していた〕皇帝使節は、これをミュンスターでの講和会議の先例とみなしてはいけないという条

件でのみ、IPOの寄託に同意 し、それとは逆に、帝国議長への条約文書の引き渡しによるIPMの交渉

終結を完全に拒絶した。その結果として、IPO― その本文は 8月 6日以降、皇帝使節及びスウェーデ

ン使節の間で改めて調整されていた
“
)一―については、両者の書記室を通じて 2部が作成され、差し当

たり帝国議長のマインツ選帝侯の立会いの下で使節書記によって再度照合された。1648年 9月 16日
C45p、

両文書C46)は 〔在オスナブリュック〕皇帝使節ランベルクの宿所で、若干名の帝国等族の代表者の参席の

下で、共同で装丁され、それに引き続きその包みはサルヴィウス、ランベルク、マインツ選帝侯の官房

長 (Kanzler)ラ イガースペルガーによって封を施され、帝国議長に寄託された。

この会議で 〔在オスナブリュック〕皇帝使節はIPMの寄託に反対して改めて口頭で抗議 し、〔帝国

等族使節のオスナブリLッ クでの〕先走った如何なる事前の行為をも拒絶し、オスナブリュックの交渉

成果に関してミュンスターで会議をしている帝国等族の同意を要求したのであった。その上、スウェー

デンによって同盟者と呼ばれたポルトガル国王はスペイン王フェリペ 4世と理解されねばならない、と

いう彼らの声明を繰り返した。さらに彼らは、封をされて帝国議長のマインツ選帝侯に委ねられている

装丁にあるのと同様に、しかるべき書面が彼らのIPO文書に与えられる、と述べるまでに至った④
。

同様の法的拘束力を持ちたわけではないが、よリー層政治的な重要性を持っていたのは、サルヴィウ

スが提言 し、彼が間もなく―一皇帝使節に公式に知らせることなく――帝国議長に文書で伝えたいくつ

かの留保
C48pで ぁった。とりわけ彼は、ヘッセンーカッセルの軍隊への補償を有利に導くためにスウェー

デンによる干渉を再開し④、小規模帝国等族にとって有利となるようにより多くの鑑定書 (Attest就 )

を要求 し、ブレーメン市に関する規定のスウェーデンの解釈 〔権〕を確認させようとした の゙。その上彼

は、スウェーデン軍への支払いと給養に関して曖昧な点や未解決の問題について言及した。IPO本文

(Text)の公式な成立にも関わらず、それによってスウェーデンはあまりにも広範な交渉の余地を残し

たままであった。

フランスとの講和条約の寄託は、多くの点がなおも論争中か不明確であったにも関わらず、前日1648

年 9月 15日 の 〔在オスナブリュック〕皇帝使節の公的な抗議に反して行われた。D。 ここでも2部の文書

――その 1部はマインツ選帝侯使節の、もう1部はフランス使節の書記室で作成された一 が装丁され、

セルヴィヤンとマインツ選帝侯の官房長が封を施したC52Do IPM原
文書は数日後帝国議長代行を通じて

公表された。)。

3 寄託から講和条約の署名 (1648年 10月 24日)に至るまで

その数日後に在オスナブリュック諸使節は、〔帝国議長に〕寄託された条約文書を 〔在 ミュンスター

諸使節に〕承認させるために、そのほとんどがミュンスターヘ赴いた。 9月 21日 、ある帝国等族の代表

者が公式に帝国議長に寄託されていたIPM文書の 1部を皇帝使節に手渡し、それの同意を最終的に要
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求した。)。 皇帝の宮廷は、使節の報告書を通じて心構えはできており、既に9月半ばに避けがたい運命

を受け入れていたが6め、もっともそれに応じた指令は、担当の 〔ヴィーン宮廷〕書記局の役人の過失に

より、誤った形で暗号化された6°
。それゆえ皇帝使節は 9月 30日 の急送公文の到着後すぐに皇帝の譲歩

を帝国等族に伝えることはできず6つ、数日経った10月 5日及び6日 にやっと伝えることができた(D。

しかしながら両条約の署名に至るまでに、改めてほぼ 3週間経過した。というのもセルヴィヤンが、

講和条約の中で要求されたエルザス、メッツ、 トゥール、ヴェルダン並びにピネローロに関する割譲に

ついて、差し当たり準備されたように帝国とオーストリア諸大公によってのみならず、スペインによっ

ても、署名行為の際に宣言されるか知ろうとしたので、フランスー皇帝間交渉が滞ったからであった 9゙。

これに対して皇帝使節は、それを不可能にしたスペインーフランス間和平交渉の失敗を持ち出してきた。

宣言の本文は、既に1647年 11月 のフランス賠償協定の締結時に定められていた °゙。皇帝と帝国等族並び

にオーストリア諸大公に要求された書面に関しては、期日厳守の引渡しが署名時に文書で義務付けられ

ることで、早急に一致した。スペインに要求された文書の代案を見出すことはより困難で、スペイン王

がいまやフランスとの講和から排除され、あまり講和に乗り気ではないことは、全ての関与者にとって

明白であった。批准書交換の際にスペインの文書が不成立の場合、帝国等族使節は、より効果的な援助

の決議を行うことを最終的に文書でフランスに約束する用意があると表明した。フランスは、スペイン

が 〔エルザスを〕公式に放棄するまでの間如何なる場合も、占有質として上ライン地方の森の4都市

(Waldstadta Laufenburg,Rheinfelden,Sackingen,Waldshut)の 占領を維持 し得たし、講和条約

で予定されたチロル大公への金銭の支払いを延期することができるとされた。次いでそれに関する保証

が10月 15日 に文書化された D゙。 皇帝使節、とりわけチロルの利害に責任を感じていたフォルマーは、こ

の 〔帝国等族の〕決定に激しく反発した の゙。

さらに、サヴォワ公に関連する若干の問題がなおも未解決であった。それに相応するIPMの諸規定、

中でも後の第92条及び第93条に関して、最終的に書式化が合意に達したがC63D、 それにサヴォワ使節は同

意していなかったくの。その上両王は、条約締結の署名直後の自軍に関する諸条件をさらに良くするため

に、再度あらゆることをしようとしていた。彼ら 〔両王〕は、ヘッセンーカッセルに対する賠償金支払

いの義務をより確かなものにしようとし、スウェーデン軍解散のために取り決められた費用の支払いを

条文に記された以上に厳密に規定し、さらにそれに至るまでの間、その 〔スウェーデン軍の〕給養を皇

帝と帝国等族に押し付けようとした。その上スウェーデンは、その意向に沿わないか最終的にはっきり

としていない若干の問題について、帝国議長による鑑定書の文書化を要求した。それに基づき帝国等族

は、帝国議長の公印の下に新たな執行令を発行 し①、講和条約
C66pに おいて要求された賠償金割り当ての

リストを作成し始めた。〔スウェーデン側から〕希望された鑑定書のいくつかは承認された0。 しかし

ながらヘッセンーカッセルに関しては、彼ら 〔帝国等族〕は署名の日にやっと、単に口頭による承諾の

み賛同しただけであったく6BD。

'最
後に両王 〔使節〕は、とりわけどんな法的資格 (Legitimation)に 基づいて帝国等族は条約を署

名し批准することになるのか、という問いを新たに投げかけた。帝国等族自身の間でこの問題は、〔註

(23)で〕先述の如 く、1648年 7月 末と8月初頭に既にもう検討されていた。1648年 10月 半ばに以前の

決定がより厳密に規定され、17名の帝国等族の全権代表が指名されて、その者たちがその他全ての 〔等

族〕使節を代表して署名を行い、彼らの宮廷の批准書を提出せねばならないこととされたC69p。 マインツ、

バイエルン (バイエルン公としての選帝侯マクシミリアンの同使節は帝国諸侯としても署名しようとし

た)、 ブランデンブルクの 3選帝侯の代理人が指名されたが、ザクセン選帝侯の代理人については、彼

がまだ講和条約に署名する許可を得ていなかったので、選択権が留保された。聖界諸侯からはバンベル
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クとヴュルツブルクが予定されており、世俗諸侯の一団からはオーストリア、ザクセンーアルテンブル

ク (そ の使節両名とともに)、 ブランデンブルクークルムバッハ及びブラウンシュヴテイクーリューネ

ブルク (同 じく2名の使節とともに)が代理とされた。小規模帝国等族からは、ヴェッテラウのグラー

フ協議会 (Wetterauer Grafenkollegium)の 代理人、さらに帝国都市シュトラスブルク、レーゲンス

ブルク、 リューベック及びニュルンベルクの代理人それぞれ1名が予定されていた。全ての帝国等族が

例外なく条約に拘束されることになるにもかかわらず、その他の帝国等族は署名と批准から免除された。

スウェーデン使節とセルヴィヤンはこの規定に満足せず、彼ら 〔両王使節〕は、自身 〔の立場〕に匹

敵し、その者が条約の当事者となり得るような、 1名の帝国の全権代表を要求した。この要求は国制法

上ほとんど実現不可能であった。というのも、講和会議における任務の最初に帝国議長に預けられた⑭)

帝国等族使節たちの全権委任状は、対外的な帝国全体の代理権にまで及んでいなかったからである。最

終的に、10月 13日 の帝国決議を文書化したものをスウェーデン使節とセルヴィヤンに手渡し、この決議

と広範に表現が一致する章句を両条約の末尾に条約文として挿入することで一致したのであった。D。

交渉が大詰めを迎えているこの間に既に条約の最終的な締結が準備されていた。10月半ば以降、帝国

議長に寄託されていたIPO原本は、改めて、そして恐らく数度にわたって、両使節書記の臨席の下で

照合され、その際、欠陥があったり校正が加えられた全紙 (B6gen)は 交換された②。1648年 10月 24日

の直前にIPO原本 2部は最終的に署名の準備が整い、ある製本業者によって製本され、多彩な色の紐

を織り込んで、ついに封が施されて、再び帝国議長に寄託されたのだった0)。 IPM原本の清書は、フ

ランスと皇帝の書記局の監督下で同様に準備中であった(り
。帝国等族の批准書のための書式及び皇帝、

フランス、スウェーデンのそれらのもやっと最終的に確定された。帝国等族 〔使節〕は、フランスの批

准書がラテン語ではなくフランス語で作成されると聞いた時に、彼らの多数は不信感を示したが、これ

については何の障害もなく準備が進められた。そこまでいけば署名のための準備は全て整っていた。条

約それ自体が抗議や異議申し立てに対してあらかじめ備えていたのだった(り
。

原註

(1)以後 Instrumentum Pacis Monasteriensis(IPM)と して表記。

(2)以後 Instrumentum Pacis Osnabrugensis(IPO)と して表記。

(3)こ れ|ら が両条約の一方と明白に関係付けられている場合、ここでそれらをIPM及びIPOの「副

次文書」 (Nebenurkunde)と 呼び、 そうでない場合は、 それらを「補記録」 (ergttzende

Dokumente)と 呼ぶこととする。「副次文書」という用語は3ιιんθtt Lttα″な Die Lehre von

den v61kerrechtlichen Vertragsurkunden. Stuttgart, Berlin, Leipzig 1924, S. 220-232か ら

借用したものであるが、ただしそこでは次のような意味で用いられている。つまり、その拘束力

が全ての条約当事者によって承認されていないというような文書もそれに数えられているのであ

る。これから以下に言及はされるが活字化されていないそれ以外の両条約の副次文書は、APW
IH B 2即 ちIPMと IPOの交渉文書のところで刊行されるであろう。

(4)1648年 10月 24日 に至るまでの交渉過程の詳細な描写は、Djcλ ttαれ耽 Frjれ Der Westttische

Frieden. 〕√inster 1959。  7. Auflage hrsg. von Konrad Kepgeno Minster 1998, S. 470-493;

RItpp″ちκαrSιθL Die kaiserliche Politik auf dem Westfalische FriedenskOngre3(1643-

1648)。 (Schriftenreihe der Vereinigung zur Erforschung der Neueren Geschichte 10)

Mmster 1979, S.330-358。 次 い で 、 RttL Kο ん記こ Die Westttischen

361
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Friedensverhandlungeno Cberblick und Hauptprobleme. In: BuSmann, Klaus/SChilling,

Heinz(Hrsg。):1648-Krieg und Frieden in Europa.Textband l:Politik,Religion,Recht

und Gesellschaft. Mmchen 1998(Zjι .′ Repgen, Friedensverhandlungen).さ らに、 署名か

ら1649年 2月 の批准書の交換に至る時期に関しては、以下を参照。 Oscん脇αんLA■た Der

Niirnberger Exekutionstag 1649-1650. Das Ende des Drei3ittahrigen Krieges in

Deutschland。 (Schriftenreihe der Vereinigung zur Erforschung der Neueren Geschichte

17)Minster 1991,S.85-94,101¨ 166.AP7 11 C 4 bettbeitet von Kohl,Wilhelm,Mttster

1994,S.XXI― LIV。

(5)ヴェストファーレンで公刊されなかったその協定は2部作成され、 1部ずつスウェーデン側及び

皇帝側の使節書記によって署名された (vgl.,スP7J」 AaS.522Z.15-18;AP7 JI C a S.

264Z.1-6.)。 これら両文書はもはや伝えられていない。皇帝及びスウェーデンの公文書にお

ける謄本については、〔皇帝側〕スP7frA a S.524Z。 2-5;〔 スウェーデン側〕AP7 fr C a

S.264Z.26-27,Textt Sυ θrgas ιrαλιαιθr屁″ ″ 脇れαれαθ ttcgιοr力脇ιθ αんル℃αjι 乃めκんαθ

んαれαJjれga几 じこ Dθιθtt I.ЛttJ/trゴ

“

多」6イ∂.Hrsgo von Carl H」 lendorffo Stockholm 1915

(Zjι.rsT 6.1),hier,s.152-159〔参照〕。IPOの締結を越えたところで皇帝を義務付け、独自

の証書をもって皇帝に承認された秘密条項が、その協定に含まれている。Tettte:MPW fJI B

Bα。」/1]Nr.n25 und 21.

(6)こ の皇帝―ブランデンブルク間協定の文書はもはや伝えられていない。皇帝の公文書における謄

本についてはAP力′frA a S.552Z.34-39;Tex憤 ″りθrれ,」oんαんれ Gοιt/rjθα υοん,Acta

Pacis Westphalicae publica oder Westphaische Friedens― Handlungen und Geschichte.

Erster Theil ― Sechster Theil. Hannover: 」ohann Christoph Ludolph Schulte, Johann

Adolph Gercken 1734-1736. N]D Osnabnck 1969, hier, Thei1 4, S. 328f.

(7)こ の目的に関して、スウェーデン側並びに皇帝側及びフランス側から書面が作成され (しかしそ

れらは完全に一致 しているわけではない)、 仲介使節キージ (Chigi)と コンタリニ (Contttini)

に手渡された。スウェーデンの使節書記によって署名され、1647年 8月 1日 /11日 の日付が打た

れている証書 1部 はコンタリニが保持 した (ス ウェーデン公文書における謄本については、

AP7 JI C a S.536Z.14-15;Text:Sr a」 ,s.164-167)。 〔ミュンスター及びオスナブリュッ

クの〕 2つ の皇帝使節書記室 (Kattlei)で作成され、その都度書記のガイヒ (Geych)と ガイ

ル (Gail)に よつて署名された、1647年 8月 22日 と恐らく26日 付の文書は、互いに本文が異なり、

キージとコンタリニ乃至コンタリニのためにのみ指定されていた (皇帝の公文書における謄本に

ついては、近刊予定のAP7″ ■ C Nr.202 Beilagen B und C,〔上記史料の本文の〕相違

についてもそれを参照。その起草に関しては、οbοれαc Nron.205,208,209)。 最後に、フラン

ス使節書記によつて署名された草案。これらの証書に関して、バイエルン選帝侯マクシミリアン

によって認証が与えられた謄本が作 られた (Bの″おcん

“
FLItpι sιααιsαrcん jυ

(Zjι .′ BHStA

M伽lchen),Kurbayern Urkunden 1603… 1610)。

(8)1647年 11月 11日及び11月 14日 に使節書記によって署名された合意は8ヶ 条から成る。第 1～ 2条

は皇帝―フランス間 〔予備条約〕文書における賠償条項である (IPM第 70条から第91条、ただ

し第87条に当たるシュトラスブルクに関わる補足条項はまだなかった。註424を参照 〔本稿未収

録〕)。 第 3項は、フランス王国による大公フェルディナント・ カールに対する支払い義務に関す

るリーブル・ トゥールのライヒスターラーヘの換算率に関する皇帝の声明で、IPM第 88条に相
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応 (本書 [APW HI B Bd.1/1]Nr.12を 参照)。 皇帝によるエルザス方伯の称号の使用に関す

るフランスの声明 (本書 [APW ⅡI B Bd。 1/1]Nr.11を 参照)。 第 5～ 6項は、皇帝―フラン

ス文書における、皇帝・帝国によるピネローロの譲渡、エルザスの割譲及びメッツ・ トゥール・

ヴェルダン司教領の割譲証書 (IPM第 70、 72、 73条)。 第 7～ 8項は、皇帝―フラシス文書にお

けるオーストリア大公によるエルザスに関する割譲証書。これら8つの文書は、ロートリンゲン

に関する協約権 (Konkordatsrecht)が あるために拒否 していたキージではなく α等撃れ

Salvo iure Sanctae Sedis? E)ie Zessionsbestilnmungen des Westfi狙 ischen FriedenS f世

A/1etz,Toul und Verdun als Konkordatsrechtsproblem.(」 笏ι.f Repgen,Salvo iure。 )」Lf

Fides et lus. Festschrift ftt Georg May zun1 65. Geburtstag hrsgo von Winfried

Aymanns u.ao Regensburg 1991, S.527-558.π jθα″ υθだ現たんιJjcんι jれ: Repgen,

DreiSittahriger Krieg und Westfalischer Friede.Studien und Quellen.Hrsgo von Franz

Bosbach  und  Christoph  Karnpmann。  (Rechts―  und  St〔遊LtSWiSsenschaftliche

Veroffentlichungen der Gorres― Gesellschぽ to Neue Folge 81)PaderbOrn,NIttnchen,Wien,

anch 1998(Zι .:Repgen,DK und WF。 ),S.562… 596)、 コンタリニに預けられたが、現存し

ていない。第 1～ 2、 5～ 6、 7～ 8条の中で言及されているヴェネティア大使館付書記によっ

て認証を与え られた皇帝使節作成文書の謄本は、 Arcん jυ

“
α
“
M税お総″ α

“
A//ajr“

島 rαηgθだs(zι.f AE Paris),Trdt6s multilat6rauxの 中に残現存 していることが確認され、

同様に認証を与えられた第 4項の中で言及された本文の謄本が、∂sιθrrajcんおcん

“
&ααιsα rcん jυ

.

助 膨s―  Io/―  
“
れご 税;ααιsακんjυ  (Zjι.: HHStA Wien), Geheim Osterreichische

Staatsregistr〔疵ur(Zjι.:GehStReg),Repertorium N(Zjι .r Rep.N)Ka.96 Fisz.68 unbez.

pars nr.26 unfol.に て 〔現存が確認され〕、第 3条の中で言及された証書の抄本がHHStA
Wien,Mdnzer Erzkanzlerarch市  (Zι.:MEA),Friedensakten(Zjι .f FrA)Fasz.54a fol.

136.に て確認される。 〔協定〕文書成立に関する詳細は、刊行予定の〃 7 frf B 2/7並 びに

■P″ ff■ 6及びII B6を参照。賠償条項の本文については、Sr a」,s.242‐ 249〔参照〕。そ

れはサルヴィウスによって1648年 8月 14日 (24日 )に謄本の形で送付され、フランス公使付書記

によって署名された文書に依拠 しているが、原文注解のマークが付された2つ の章句は、1647年

11月 時点で合意された草案には含まれていなかった。

(9)そ れらが全て現存していることはまれである。

(10)1648年 3月 8日 (18日 )に皇帝使節クラーネ、スウェーデン使節サルヴィウス、ライガースペル

ガー、 トゥームプシルン並びにスウェーデンと皇帝の使節書記たちによって署名された 2部の文

書。″買S“ フ万θL MEA FrA Fttz.30 Konv.2 unfol.

(11)1648年 3月 8日 (18日 )に ライガースペルガーとトゥームプシルンによって署名された 1部の文

書。Ebθれごα。

(12)1648年 3月 9日 (19日 )に ライガースペルガーとトゥームプシルンによって署名された 2部の文

書。Ebθπαc θjれθ″θjιθ
“

jん:Btts″lMれ cんθL Kasten schwarz 7316(Mappe Westfalischer

Friede)fol.2-4・ .

(13)1648年 3月 9日 (19日 )に ライガースペルガーとトゥームプシルンによって署名された 1部の文

書。月貿S“ 西jθL MEA FrA Fasz.30 Konv.2 unfol.

(14)1648年 3月 8日 (18日 )に ライガースペルガーとトゥームプシルンによって署名された 1部の文

書。Ebθんαα.
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(15)1648年 2月 22日 (3月 3日 )付の、クラーネ、サルヴィウス、ライガースペルガーとトゥームプ

シルンによって署名された 1部の文書。Ebθれαα。実際は恐 らく1648年 3月 7日 に初めて署名さ

れた 0々jarれ aS.499)。 これらの証書に関 しては 4部の文書が作成されていたと伝えられて

いる。

(16) Text:Sr aゴ,s.173-193.

(17) ル物jθrん aS.724f,731;Text:Sr aゴ ′s.232f.

(18)IPO第 1条から第 3条、第 4条第 1項、同第20項から第50項、同第56項から第57項。1648年 4

月21日 (11日 )に ライガースペルガーとトゥームプシルンによって署名された 1部の文書。

郎

“

″jθL MEA FrA Fttz.30 Konv.2 unfol。 当時は4部の文書が作成された。つまり、

皇帝使節及びスウェーデン使節のためと、帝国議長とプロテスタント等族のためであった (vgl.

den Hinweis Volmtts in AP7 JII C a S.lo50 Z。 23-29)。

(19)1648年 4月 8日 (3月 29日 )に ライガースペルガーとトゥームプシルンはIPO第 1条から第11

条 (Textt Sr aI,s.209ffDと IPO第 15条第12項 (eine Ausf.:」薔お

“

71iθれ,MEA FrA
Fasz.30 Konv.2 unfol。 )に署名した。1648年 4月 24日 (14日 )に、ヘッセン・カッセルとヘッ

セン・ ダルムシュタットとの家門対立は、家協定 (Textt Sr a」 ,s.213-224)の 中で、従って

ヴェストファーレン講和会議の外で規定された。この協定に関して、 ミュンスターの帝国議長に

文書が一部送付された (vgl.seinen letzten Abschnittt Sr aI,S.224)が 、その文書は今な

お所在が確認されていない。同協定は参照規定 (IPO第 15条第13項)を通じて講和条約に取り

込まれた。

(20)ス ウェーデン軍への補償金額が決定 したのは1648年 6月 3日 (13日 )の ことである (Tex憤

滋 j″んas.890f)。 支払い方法に関する合意 (IPO第 16条第 8項から第12項)は 7月 19日 (29

日)に帝国議長代行 (Reichsdiktatur)に よってなされた (Tex七 』々 jθtt a S.lo5t dttu

AP7 JI C 4 S.613Z.25ff)。 その後間もなく、ヘッセン軍への補償に関わっていた等族のこ

とを考えて、彼らのスウェーデン軍への分担金を減じ、それに応じて他の等族の分担金を高める

ことが決定された。この決定は、1648年 8月 5日 のことであり、文書に書き留められ、帝国議会

の3つ の部会のそれぞれ1名 の代理人によって署名された (Ausf.:″習

“

1疏θん,MEA FrA
Fasz.30 Konv.3 unfol.;Tex憤 ル影jθrれ aS.173)。 それは講和条約と同様の効力を持つもの

とされた。

(21)そ の交渉に関しては、″りerれ as.lo2-119;AP7 rJI c a S.1116‐ 1127.

(22)条約の執行に関する和解 〔文書〕(IPO第 16条第 1項から第20項)は、1648年 7月 17日 (27日 )

及び18日 (28日 )に帝国議長代行に預けられた (Tex悦 ル物jθtt C S Iθ 6-ゴθの。

(23)いわゆる条約の保証 (IPO第 17条)一 これは同様に1648年 7月 17日 (27日 )及び18日 (28日 )

に帝国議長代行に預けられた (Textt Д々 jθrれ aS.lo9ff)・――に関する和解の中で、帝国等族

の署名はこの時に (最後の段階で)一括的に扱うとだけ話題に上った。方法は8月初頭にやっと

帝国諸部会で討議された。当時は 〔帝国等族使節の中から〕選任された代表団の構成員が 〔帝国

の〕代理として署名し、彼らの主君 (Obrigkeiten)に 講和締結の批准を求めるということで一

致し、後者 〔批准書の要請〕はその他の使節には免除された 0々jθrん aS.121,12&1648年 7

月 25日 (8月 4日 )の オスナブ リュックにおける諸侯部会 (Fiirstenrat)の 会議、

rん″rjれgおθん
“

Sιααιsακんjυ AJιθんb“rg(Zjι.:ThStA Altenburg),Altes Hausarch市 I E 27

fol.5-lr;1648年 7月 25日 (8月 4日 )の都市部会 (Stdter就 )の会議、AP7二百五 a Nr.



【翻訳】 ヴェストファーレン講和文書の成立 (一 ) 365

169)6

(24)保証条項 (IPO第 17条第10項第11項)は条約当事者の同盟者を挙げていた。皇帝使節は、皇帝

陣営にスペイン王 (rex Catholicus)が 記載されることを達成し、スウェーデンがその支持者に

ポルトガル王を挙げることを妨げようと試みた。彼らはこれを実現することが出来なかったので、

権利の留保で間に合わせた。註27参照。

(25)ス ウェーデンの批准に関して、女王と並んでスウェーデン王国参事たちの署名も求めることが、

す時的に検討された 0々 jθtt a S.271l AP7 frr c a s.1129Z。 15-19)。

(26)こ の会議等に関する記録は、アルテンブルク使節の日記 0々j″んaS.124-128)、 フォルマー

の日記 υIP″ ″ CaS.1127Z.37-S.1129Z.21)、 皇帝使節書記の議事録 α囲殷敷 脱θ力,

RK FrA Fasz。 92 XVI fol.172-176)、 1648年 8月 6日 の皇帝使節の報告書 (Konzeptt θbθんαα

fol.180-182)、 1648年 7月 31日 (8月 10日 )のスウェーデン使節の報告書 (Textt AP7 JI Cイ

Nr.324;Sr aゴ ,s.317-321)、 並びに 口Ъθαιr“協 Earopαθ
“
醜].劉物αιrj E“ ropαθj〔たcttιθr

“
れα Jθ ttιθr ttθjJ[...][ゴ

“

7-」 65ゴ].Bθαrb.υ o屁 Joんαれん&org Scん Ja″θras.Frcれり %rι α脇

ル盈ιjれf」Иしιιんαθじs」惚brjαれ」Erbοんゴ652(Zjιof TE),hier a S.561f,573f;」Мセjθrれ as.119ff.

席次の図面は、νbjerれ a nach 120,und Sr aI,s.322(vgl。 ,AP7 JI C 4 S.629Z.19-

20)、 諸ザクセン諸侯領アイゼナッハ・ ゴータ・ ヴァィマール・ ヘーヘルのための使節の文書の

中の意匠を凝 らした挿絵 (2肪rj死おcん

“
Sιααιsαrcん jυ Goιんα (Zjι.f ThStA Gotha),

Geheimes Archiv Gotha A IIX Nr.12 fol.334L335)。

(27)ポ ル トガル王の記名に関しては、註26で 引用した諸報告書によれば、〔この時の〕会議それ自体

では話題とされていない。皇帝使節は1648年 8月 15日 にそれに関する通知書 (Kopiα 郎

“πjθん′RK FrA Fasz.55b1648 1X fol.26)を帝国議長のマインツ選帝侯に提出したが、しか

しこの時点ではまだ、スウェーデン使節がそれに応じようとしていなかったことが分かっている。

彼 らが在 ミュンスター皇帝使節に宛てた1648年 8月 10日 の書簡を参照せよ (Ausf.:J″器

“И tt RK FrA Fasz.92 XVI fol.186-186,187)。 マインツ選帝侯のハイル (Heil)帝国印刷

所 の半公式版 は、 条約原文 に挿入 した形で、 このポル トガルに関す る皇帝通知書

(Protokollnotiz)を含めている。詳細は近刊予定のスP7″ B1/2〔参照〕。

(28)そ の合意の有効性が限定的であったことについては、 7ogaみ W″ιθtt Der Anteil der beiden

Kongre3stttte(Э snabnck und Minster an dem Abschlu3 des Westf:lischen Friedens. In:

Mitteilungen des Vereins ftt Geschichte ind Landeskunde von OsnabJick 63(1948),S.

12-21.

(29)そ ういうわけで彼ら 〔スウェーデン使節〕は皇帝使節たちに対してそれに応じた留保声明書を手

渡した (Textt Sr aF,s.323)。 文書手渡しについては、力をj″れaS.128。 さらに彼らはヘッ

セン軍への補償を有利に導くために、帝国等族の決定を引き止めていた (Textt Sr aI,S:322;

文書引渡しについては、AP7 fI C 4 S.627Z.32-34)。 マインツ選帝侯のハイル帝国印刷所の

半公式版は、両声明書を付録の中に含んでいる。詳細は近刊予定のAP7″ B1/2〔参照〕。

(30)1648年 8月 3日 の皇帝使節の報告書 G圏徴И ttθんRK FrA Fasz。 92 XVI fol.115‐ 118,119-

119)、 並びに同日サルヴィウスが女王に宛てた書簡 uF7 1Cィ Nr.321)を参照。

(31)1648年 8月 6日 に読み上げられたIPOの本文は、カセj″れaS:128-172.皇 帝使節は同日謄本を

送っていた (HZ続ス Ztt RK FrA Fasz.55b1648 VⅡ I fol.16-66)。

(32)1648年 8月 7日 に定められた3部の批准書の本文は、勤りθtt a S.121-124.皇帝使節はそれら
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をす ぐに同様に皇帝の宮廷へ送 った (Kopien:」田β

“

πjοtt RK FrA Fttz。 55b1648 VIII

fol. 67-71')。

(33)1648年 8月 12日 付 けのライプツィヒで出版 された週刊新聞の記事を参照 (Sιααιs― じんα

Uttjυ
`rsjι

″ιsbjbι ,oιん
`λ

 B″脇θ2/DθじιSCんθ Pr“sa/orSCんじれg(Zι.r DPF Bremen), Z 59

1648/140S.1-2)、 また、サルヴィウスがユルデンクロウ (Gyldenklou)に 宛てた1648年 7月 24

日 (8月 3日 )の書簡 uF7 11 cィ Nr.320)も 参照。

(34)1648年 7月 31日 (8月 10日 )のサルヴィウスから女王へ宛てた書簡

“

P7fr cィ N,.325,hier

S.630)、 1648年 7月 31日 (8月 10日 )のスウェーデン使節による女王宛の報告書

“

P7Jr cィ

Nr.324,hier 629 Z.3-9)、 1648年 8月 7日 (17日 )のサルヴィウスから女王へ宛てた書簡、

旅 j″んas.311も参照。この措置については新聞記事でも伝えられていた (DPF 37“れZ9
1648/34-II S.3-4)。

(35)サルヴィウスから女王へ宛てた1648年 8月 14日 (24日 )及び21日 (31日 )の書簡、ユルデンクロ

ウに宛てた1648年 8月 14日 (24日 )の書簡、ユーハン・ ウクセンシェーナに宛てた1648年 8月 18

日 (28日 )の書簡を参照 (■P7ff σイNr.n338,339341,346)。

(36)と りわけセルヴィヤンのIPOに 関する2つ の声明、即ち1648年 8月 12日 (2日 )の陳述並びに

1648年 8月 26日 (16日 )の陳述

“

aιο『ル物jθtt a S.296-299,341f)、 及び前者の書面に関す

る帝国考慮、即ち1648年 8月 17日 (7日 )の陳述

“

aιf ttjθ rれ aS.318-321)を参照。中で

もセルヴィヤンは、 IPOで 用いられている皇帝の称号「常にアウグス トゥス」 (semper

augustus)及 び「エルザス方伯」(landgravius Alsati鵠 )の削除を要求したが、しかし第一の

点では最終的に譲歩した 0々jθrれ cS.358-361)。

(37)Vgl.,R協ppοrち S.347f.

(38)後のIPM第 3条。帝国等族は9月 9日、この規定に同意した 0々jarん cs.355f)。

(39)Textt ИP7‐ B Bα.1/1]Nr.6.

(40)1648年 9月 29日 (19日 )の覚書をもって。Textt ИP7 ffI B Bα。ル倒 Nr.7.

(41)Textt EAP7 111 B Bα 。」/1]Nr.7.

(42)Tex七 [AP7‐ B Bα.′]Nr.16.

(43)IPOについては、1648年 8月 11日 (21日 )の サルヴィウスからウクセンシェーナに宛てた書簡

(AP7 fr cイ Nr.335,hier 645 Z.6-9)、 1648年 8月 14日 (24日 )のサルヴィウスから女王に

宛てた書簡 (APW fr Cイ Nr.338)、 加えて1648年 8月 27日 の皇帝使節がオスナブリュックか

ら皇帝に宛てた書簡 (Ausf.:」肇β

“

71i%RK FrA Fasz.55b1648 VIH fol.155-157,164)

参照。IPM及び帝国等族のイニシアティヴー般については、厳 jσんas.356-365並びに1648

年 9月 2日 (12日 )のオスナブリュック諸侯部会の会議 (劉しS“ AJιθんわしrgP Altes Httsarchiv

I E 27 fol.16イー187)を参照。

(44)校正を終えた文書の 1部をオスナブリュックの皇帝使節は1648年 8月 31日 に皇帝の宮廷に送付し

た (Ausfo ihrer Relttion:月 圏S“ πjθL RK FrA Fasz.55b1648 VⅡ I fol.168-17r,174‐

176,179)。 IPOの この原典は同報告書のそばにはもう置かれていない。

(45)1648年 9月 14日 のオスナブリュック皇帝使節から皇帝への書簡 鰯

“

πjθL RK FrA Fasz.

55b1648 VIII fol.59-61',82-82')、 同1648年 9月 17日 (abθんご%fol.85-89,90)、 ランベルク

の日記記事 OLP7 JII C 4 S.192Z.2-5)、 加えて飛物jθtt a S.365,371ff並 びにスウェー

デン使節によってス トックホルムに送 られた帝国等族の報告書 (Kopic Rjた sarλ jυοι(Zjι .′
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RA)Sι ocたんοJtt Diplomatica Germanica(Zι .「 DG)13 fol.903-903)参 照。寄託された条

約文書は両使節書記によっても押印されたというマイエルンの指摘 0々jθtt a S.365)は、皇

帝使節の報告と矛盾する。

(46)上述の諸報告書によれば、この時の行為で IPO文書が 2部帝国議長に寄託された。その後の、

恐らく帝国等族側によって書かれた1648年 10月 8日 (9月 29日 )に関する交渉報告書においては

3部の寄託文書について語られているが、サルヴィウスはそれらを検印が済んだ後、マインツ選

帝侯の官房長から彼に手渡された封から取り出したとされている (Kopiα JИ sιοθたんoJ協,DG
13 fol.1002-100ど ,hier 1004;vgl.AP7 JIC 4 S.777Z.37f)。            .

(47)Kopiα 囲 滅 πjθL RK FrA Fasz.92 XVI fol.377.1648年 9月 16日 の会議では、その上

IPO第 15条第13項に「本講和会議に提議されたことによって」(conventuique huic insinutte)

という語句が付け加えられ、いまや―― その前に若干論争が行われた後で一―皇帝使節に受け入

れられた。

(48)そ れらについてはスウェーデン使節によって編纂されたリス ト (Kopie:郎
“

πjθれ RK
FrA Fasz.55b1648 1X fol.93;ス PW frC 4 S.714f,サ ルヴィウスがウクセンシェーナに

宛てた書簡の追伸として格付けされているのは誤りである)参照。それについては、ある1点を

中心に輪を描いて (恐 らく10月 初めに実際にそうされた)、 サルヴィウスの欄外書き込みのため

に用意された欄 (Textt Sr aゴ ,s.331f)も 参照。

(49)ヘ ッセンーカッセルの軍隊への補償を有利に導くためのスウェーデンの留保 (Kopiα 酬

“πjοL RK FrA Fasz.55b1648 1X fol.99)。 恐らくそれと同じ頃、ヘッセン側もそれに相応

する内容の文書を発行している (Kopic θbοれαα,fol。 95)。

(50)ブ レーメン市に関わる皇帝と帝国議長の鑑定に対するスウェーデンの草案 (IPO第 10条第 8項)

(Kopie:月盟S“ 西jθれ,RK FrA Fasz.55b1648 1X fbl.97-97')。

(51)下プファルッにおけるカトリックの宗教実践に有利となるような留保は争われたままであり、そ

れは最終的に、妥協的な言い回しで書き留められたように 0々jarn a S.378)、 フランスのそ

の後の決定の上に置かれたのであった。上イタリアと関わる後のIPM第 96条及び第97条は、ま

だ議論に決着を見ていなかった (θbθんαQ S.390)。

(52)1648年 9月 11日 (1日 )、 14日 (4日 )、 15日 (5日 )の原文照合と封印に関する帝国等族の報告

書 0々jarん aS.358-361,366-371)、 1648年 9月 19日 のセルヴィヤンの報告書 (Ausf.:』

Rπjs CP Al1 112 fol.254-260)、 並びに1648年 9月 18日 のバイエルン使節の報告書 (劇器

“協 んcんθL Kurbayern Auseres Archiv 3070 fol.29-39)参 照。寄託された原文書は、B`cたθ弓

西j2/rjθこ Der Kurfwstenrat.Grund`苑 ge seiner Entwicklung in der Reichsverfttsung und

seine Stellung auf dem Westfalischen Friedenskongre3.(Schriftenreihe der Vereinigung

zur Erforschung der Neueren Geschichte 5)Mmster 1973,S.320で 推定されているよう

に、マインツ選帝侯によって連署されていない。

(53) 1648年 9月 22日 (12日 )(Text:ル物jθrれ aS.373-394)。

(54)フ ォルマーの日記 (■P7‐ CaS,1137Z.35-S.1139Z。 22)、 1648年 9月 17日 (27日 )

のサルヴィウスの指摘 OFW fr cィ Nr.370,hier S.697Z.32-35)、 並びにπ aS.580t
滋 jθrん aS.545f。

(55)Vgl.Dicλ ttαんLS.488f;REtppοrち S.350-354.

(56)Vgl.DjcλttαれLS.489t Unterlagen in 4P7 frr c 2β,209R und 21lR.こ の皇帝指令文
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書については、 トラウトマンス ドルフの秘書 Wilhelm Schr6der(1679年死亡、IJgJ.Grbss

Lοιんαtt Die Geschichte der deutschen Reichshofkanzlei von 1559 bis 1806.(Inventare

Osterreichischer sttttlicher Archiveo V. Inventare des Wiener Haus― , Hof― , und

Staatsttchivs l)Wien 1933,S.391ff,493)が 責任を負っており、彼はこの時帝国書記局

(Reichskanzlei)の ドイツ査察団の秘書として活動 していた。彼はうっかりして トラウトマンス

ドルフに通用する暗号を使用 してしまった。彼が皇帝に当てた弁明書を参照 m“ 西jθL
RK FrA Fttz.56d1648X7-15 fol.74-75)。

(57)4P″ III C a S.1144Z.28-31.

(58)皇帝使節は皇帝の同意をまず始めに選帝侯使節に (10月 5日 )、 翌日 (10月 6日 )全ての帝国等

族使節に伝えた OP7 rfr C a s。 1146Z.7-10;APW‐ C4S.194Z.13-25)。 その会議

それ自体については、Maθtt a s.570-574.

(59)後のIPM第78条参照。その中では帝国の割譲宣言に関してのみ、確かな期日が言及されている。

その交渉については、vgll π  a S.589ft』ルj″れCS.575f,584ft Dj硫脇αんん,S.490.

(60)註 8参照。

(61)Textt MP7 Jff B Bι ″鯛 Nr.8。 その文書は1648年 10月 24日 にセルヴィヤンに手渡された。

(62)Vgl.4P7JJI C a S l153 Z.21-S.1154Z。 17.

(63)Vglo Magrん as.576,57驚 ИPW rfr c a S.1143Z。 2f。 後の第79条に記述されたピネロー

ロの割譲の範囲も、後の第93条の最終的な約款 (サ ヴォワに関する表現「保持される」のように

ut dictus Sabaudiae― manutenettur)も 問題となっていた。後者は交渉人記録の現存する 2

部の文書によって証明されているように、会議末期に始めて条約に挿入された。

(64)そ ういうわけでサヴォワ使節は署名の日に抗議していた (s.AP7 ffr C 1/1,s.413)。 その上

1649年 2月 に彼 〔サヴォワ使節〕は、第79条で記述されたピネローロの割譲は、都市とそれ以前

の諸条約で規定された都市周辺地域 (pertinenti震 〔従物〕)にのみ関係すると、確認させよう

とした。皇帝使節は1649年 3月 26日 にそのような鑑定書 (Kopic副
“

ИοL RK FrA Fasz。

92 XIX nr.2486b)を与えたが (AP7″ Cas.1246Z.1lf)、 セルヴィヤンはそれを拒否

している (セ ルヴィヤンがブリエンヌに宛てた1649年 3月 2日 の書簡 Ausf.:BjbJjoι ルg“θ αθ

J■ssθttb″θれαιjοれαJθ (Zjι.r AssNtt Paris)279 fol.321-323,hier 321-321kフ ランスの鑑

定書に対するサヴォワの草案は、スE Parjs CP All 125 fol.326-326.)。 それと関連した留保

がサヴォアの批准書へ挿入された (Text in[APW JfI B Bα.′]Nr.4)。

(65)Tex七 [〃7 ffI B弘 ′ ]N■ 27.

(66)IPO第 16条第 9項。

(67)問題は4つの文書に関わっていた。即ち、1)ピルモント領の利益を図ったヴァルデックの諸伯

のための鑑定書、 1648年 10月 8日 付け (Textt Lれな JOんα屁ん CんrおιjαL Das Teutsche

Reichs=Archiv[...].Band I― XXⅣ .Leipzig:Friedrich L田 ■ckisch Erben 1710-1722.(5:Ii

15)(Zjι.:Liinig,TRA),X1/1,S.388tル物jθrん CS.610角 Kopie:RA StocλんoJ脇,DG 13

fol.1093-10930,d就 。1648X18/28)、 2)ヴ ァイセンブルク、シュパイヤー、オスナブリュッ

クのための特例規定 (extracutus protocolli)と い
‐
う形をとった鑑定書、1648年 10月 8日 付け

(Text:″bjοrん aS.611;Kopie:RA Sめ cたんοJ脇,DG 13 fol.1094-1094')、 3)ブ レーメン市

の法的地位に関わる鑑定書、1648年 10月 15日 付け (Ausf.:M SιocたんoJ残 o五ginaltrakttter

Tyskland I.Tyska riket N6.8F)、 1648年 10月 21日 付けのケレライ・マルシュ (Kellerei
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Malsch)の利益を図った両バーデン家のための特例規定の形をとった鑑定書、(Tex仕 ]々 jθrれ

aS.610;Kopie:ん4&ocたんοJ脇,DG 13 fol.1095)。 これら4つ の鑑定書はスウェーデン使

節に1648年 10月 25日 に手渡された 0々 jθtt a S.623)。

(68)Vgl.ル化jθrれ aS.616ff.

(69)1648年 10月 13日 (3日 )の帝国決議、後に招かれることになったザクセン選帝侯使節ロイバーは、

そこにはまだ名前を挙げられていない。Tex悦 [AP7 JII B Bこ 1/1]Nr.26。 国制法上の背景

については、Djθλttαんん,S.490f(こ こでは17名ないし (ロ イバーを含めると)18名 の代わりに

15名 の代表者が言及されているが、それは誤解である)。 Bθttθtt S.320f.交 渉については、

旅 jθrん aS.583f,590f,606.

(70)全ての帝国等族の全権委任状が現存しているわけではない。〔それらのうちの〕大部分は今日

邸 νl πjθれ,MEA FrA Fasz.6 Konv.32に 存在している。それ以外には、鵬

“

WjοL
MEA CorrA Fasz。 9 unfol.及 びその他若干 については、 同 L硯殷敷 И θん]MEA,
Correspondenzakten(Zι .f CorrA)Fttz.7b Konv.4に 存在している。 2つ の全権委任状は

史料集 G“慟ス И θれ,Allgemeine Urkundenreihe(Zjι.f AUR))に収録されている。

(71)IPM第 120条及びIPO第 17条第12項。

(72)帝国議長代行に寄託された 2部 (な いし3部、註46を見よ)の IPO原本は諸交渉中に使用され、

実効性を持たされた (aktualisiert)(vgl.4P7111 C a S.1147Z.27f)。 そういうわけでそ

れらはますます修正や削除や下線が加えられていた。それにもかかわらず俄かに署名の儀式にこ

れらの文書を 〔そのまま〕使用することが考えられた (1648年 10月 9日 の皇帝使節の報告書を参

照、Konzept:EE税ス W%L RK FrA Fasz.92 XVI fol.5501555t,556)。  このことはサルヴィ

ウスの抗議で失敗に終わった (1648年 9月 29日 (10月 9日 )及び10月 1日 (11日 )の 〔宰相〕ウ

クセンシェーナ及び女王に宛てた彼の書簡参照、AP7 1 Cイ Nr.n382,384)。 10月 半ば以降

文書は何度も校正を加えられたが (s.AP7 JII C 4 S.196Z.29-3Q AP7 ffσ  4 S.734Z。

12-14)、 新聞ですらそのことを報じていた CDPF助協θれZ91648/42 App.S.4 und 1648/43

Appi s.2-3)。

(73)1648年 10月 24日 のランベルクのクルツ (Kurz)へ の報告書にそのようにある (eigho Ausf.:

囲

“

πjθtt RK FrA Fasz.Konv.C fol.36-3σ )。 この時点で、皇帝側のIPO原本に書名

欄の第 1頁 として トラウトマンスドルフの署名が施された全紙が挿入されたが、それについて後

にランベルクが報告し 0[P7ffr C 4 s.248Z。 17-21)、 署名式典の際に帝国等族の側から認

められた 0々jθrん aS.621)。 ところでコンタリニは、 トラウトマンスドルフの 〔ミュンスター

からヴィーンヘ戻る〕出立後間もないうちに既に、 トラウトマンスドルフは講和条約を締結した

という栄誉に関与したためこれ 〔自分の署名を残した全紙〕を後に残していくのだ、と講和会議

で口にしていたと、統領 (シ ニョーレ)に報告していた (1647年 7月 19日 、Pr市晟registerkopiα

BjbJjoιθcα ルLrcjαれα(Zι .「 Marcinna Venedig),It.dassis VH codex MXCVⅡ I(collazione

8148)fol. 250'-252', hier 251)。                                            `

(74)9月 15日 に寄託された 2部のIPM原本のうちの一方は、きっとまだ帝国議長の手元に存在して

おり、もう一方は1648年 9月 21日 に皇帝使節に手渡された。セルヴィヤンは彼の書記室で新版を

作成させ、それは寄託されていた文書と照合されて GИ &ocたんoJtt DG 13 fol.1016-1016:)、

恐らくは帝国議長にも寄託されたであろう。皇帝使節も同様に原本を一部清書させたが (ein

Hinweis動物jοtt a S.574)、 しかしそれに関して詳細な報告は現存していない。この皇帝の原

369
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本が署名の前に帝国議長に寄託されたかどうかについて明らかにすることはできないが、どちら

かといえばそれはあり得ないだろう。

Vgl。 ル物jartt a S.589f,591ff.

IPM第 113条及びIPO第 17条第 3項 (IPO第 5条第 1項 も参照せよ)。 条約に対する抗議は、抗

議禁止規定 (Antiprotest― Bestimmungen)の 関連で、〃 7 frI B 2/12に まとめられること

になるであろう。諸抗議文書は例えば皇帝の公文書や (in酬
“

ZθL RK FrA Fttz.56

b―d)、 帝国議長から移された文書に存在している (inヨ器鳳 WjθL MEA FrA Fasz.29

unfol;1/1EA CorrA Fasz。 19 Konv.2 unfol.)。 その他については Oscん脇αれLS.49-52参照。

キージの権利の留保は詳細に研究されている。R響″L DK und WF,S.425-642.日付が1648

年 11月 26日 に遡 っているが、1650年 8月 末/9月 初頭に初版された教皇の小勅書 Zelo Domus

Deiの原文は、Fθ Jαんαmpp ν物んαθみF,Das Breve"Zelo Domus Dei“ vom 26.November

1648.Editiono L′ Archivum Historiae Pontificiae 31(1993),S.293-305、 それに加えて、

Rゃgθれ, Drei Korollarien zum Breve ,,Zelo Domus Dei“  (26.November 1648):

Editionstechnik, Nachdruckgeschichte, Vorgesdlichte。 (Zjι.f Korollarien)L■ Archivum

Historiac Pontificiae 33(1995),S.315-333.Wieder verOffentlicht in R92gθ L DK und WF,

S.621-642〔 参照〕。
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(76)


